仕様書３
海外におけるジャパンブランドの確立・販路開拓活動

1. 事業名
日本産コメ・コメ関連食品のデジタルPRツール・コンテンツ制作

2. 事業目的
本事業は、これまでの日本に関心のある外国人消費者を対象にした日本産の米の価値訴求のためのHP（https://myjapanrice.com/）作成に加え、次のステージとして、海外での展示会や商談会で広く活用でき、会員企業の自社営業等でも活用可能なデジタルのPRツール・コンテンツを制作する。
　　  
3. 前提条件
(1) 対象国・地域、言語	：全世界
HPは日本語と英語を想定。
PRツール・コンテンツは、上記に加えて、中国語(簡体字/繁体字)、フランス語、ドイツ語、アラビア語等(要調整)も対象とする。
(2) 対象品目	：コメ、パックご飯、加工米飯、米粉・米粉製品、米菓、日本酒 

4. 事業内容
（1） デジタルのPRツール・コンテンツの制作・発信
1 炊飯方法の動画制作
1. 動画の内容
· 日本産米の価値訴求につながるようフライパン、鍋、炊飯器をそれぞれ使った炊飯動画を海外在住の方向けに具体的なイメージが持てるわかりやすい動画（英語）を作成する。
2. 動画の仕様
· 米の研ぎ方・炊き方の知識がない人でも理解できる内容とすること。必要に応じて事前に対象となる者を中心にヒアリングしたり、海外で再生回数が多い炊飯動画などを参考に創意工夫を行うこと。
· アニメーションは不可。
· 制作する動画は、５分程度とすること。導線となるショート版（１分以内）も併せて作成する。なお、動画の最後に、「日本産米・米関連食品輸出促進統一ロゴマーク」を掲示すること。
· 字幕は、中国語（簡体字/繁体字）、タイ語、フランス語、ドイツ語、アラビア語等(要調整)で作成する。
· 動画制作に必要な事前調整・準備、撮影、編集等必要な作業を行うこと。
· 動画制作の過程において撮影を行った動画や画像は、発注者から求められた場合、随時提供すること。
· 制作した動画の配信（HPやSNS等での配信を想定）を可能にするために必要な処理を行うこと。
2 日本産米・米関連食品の魅力・特徴のPR動画制作
1. 動画の内容
· 対象品目（コメ、パックご飯、冷凍米飯、米粉・米粉製品、米菓、日本酒）の魅力を伝えるストーリー性を持たせた動画（英語）を作成する。
2. 動画の仕様
· 対象は、製品の魅力・特徴をあまり認知していない者を中心に、対象品目の理解を深め、具体的な興味・関心を高める内容とすること。
· アニメーションは不可。
· 制作する動画は、対象品目ごとに３分程度とすること。なお、動画の最後に、「日本産米・米関連食品輸出促進統一ロゴマーク」を掲示すること。
· 字幕は、中国語（簡体字/繁体字）、タイ語、フランス語、ドイツ語、アラビア語(要調整)で作成する。
· 動画制作に必要な事前調整・準備、撮影、編集等必要な作業を行うこと。
· 動画制作の過程において撮影を行った動画や画像は、発注者から求められた場合、随時提供すること。
· 制作した動画の配信（HPやSNS等での配信を想定）を可能にするために必要な処理を行うこと。
3 その他のデジタルPRツール・コンテンツの制作
· ①.②のショートバージョンをはじめ、その他にも、エデュケーションツールなど、対象品目の理解を深め、具体的な興味・関心を高めることに資するツール・コンテンツを提案すること。
4 HPやSNS等での発信・活用
· ①～③は順次、HPやSNSのオンラインや、商談会・展示会で活用する。
（2） HPの充実
1 当事業で制作するページについては、海外から検索・閲覧しやすいように、日本語と英語のそれぞれのページを制作。ただし、これまでに制作した既存ページに関しては優先順位をつけて英語のみページを追加制作することとする。
2 海外のバイヤー、ディストリビューター等を対象に、全米輸が実施する海外事業（商談会の開催情報等含む）の予定・案内や結果についてのタイムリーな情報を掲載・更新する。なお、掲載内容等について外部から問合せができるよう専用のメールアドレスを新たに設定し、HP内に掲示すること。
3 海外のバイヤー、ディストリビューターをターゲットにしたコンテンツを定期的に発信する。
4 その他、広告配信等、アクセス数の拡大、滞在率等の質の良い利用者の割合を増やすための提案をすること。
（3） HPの運営
当該HPのPV数、ユーザー数等のアクセス状況を定期的に共有・分析し、それを基に、効果的な情報発信や施策を検討・提案し、協議の上、必要な改善を実施すること。

5. その他（留意事項等）
· 受託者は、本業務を遂行するに当たっては、発注者と十分に連絡をとりながら行うこと。複数回の校正など丁寧に行うこと。
· 受託者は、業務の遂行に関し、必要な能力と経験を有する業務責任者を定めること。
· 事業者への取材交渉及び日程調整など、取材にかかるすべての調整は受託者が行うこと。
· 本業務から発生した成果品の所有権、著作権及びその他の権利は全て発注者に帰属するものとする。
· 動画制作に活用するBGMやイラストなどの素材については、著作権を確認し使用が可能なもののみ活用すること。なお、成果品及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他全ての権利についての交渉・処理は、従前から所有していたものも含めて受託者が行うこととし、その経費は事業経費に含む。
· 受託者は、第三者から業務の成果品に関し、権利侵害に関する訴えが生じた場合は、受託者の責めにおいて解決するものとする。
· この仕様書に定めるもののほか、実施にあたり疑義を生じた場合は発注者と受託者双方で協議のうえ決定する。

6. 事業報告
（1） 事業報告書の作成
· ４で実施した内容と制作したツール等をとりまとめるとともに、今後の輸出拡大につながる提言を盛り込むこと。
· ２月中旬に最終版が確定できるように作成すること。
· ３月中旬には、上記を抜粋・圧縮した簡易版(A4縦５ページ程度以内)も作成すること。

7. 履行期間
履行期間：契約締結日から2027年3月19日まで
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